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はじめに

　男女の人権が平等に尊重され、責任を分かち合いながら、個性と能力を十分に
発揮することができる男女共同参画社会の実現は、活力ある地域社会を築くため
に、大変重要です。
　福岡県では、平成１３年に制定した福岡県男女共同参画推進条例に基づき、福
岡県男女共同参画計画を策定し、計画的、総合的に施策を進めてきました。その
結果、女性の就業者の増加や女性人材の育成など、男女共同参画社会の実現に向
けた取組みは、着実に進んできています。
　しかしながら、指導的地位に占める女性の割合は、事業所の管理職では約２割、
自治会長では約１割など、多くの分野で未だ低い割合にとどまっています。
　また、ＤＶや性犯罪などの女性に対する暴力は、依然として深刻な状況であり、
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する外出自粛や休業等が行われる
中、増加も懸念されています。一方、感染拡大防止の取組が契機となってテレワー
クの導入やオンラインの活用が広がったことにより、多様で柔軟な働き方が可能
となり、性別にかかわらず、仕事と生活の両立につながることが期待されます。
　男女共同参画の推進は、女性だけでなく、男性の働きやすさ、暮らしやすさに
もつながることから、今回策定した第５次福岡県男女共同参画計画では、男女双
方の意識改革に取り組み、職場でも地域社会でも、男女がともに活躍できるよう、
仕事と生活の両立のための働き方改革を推進させるとともに、暴力被害や生活上
の困難などの人権課題に直面している女性への支援をさらに進めてまいります。
　男女共同参画社会を実現していくには、県だけではなく、広く県民、団体、企
業や市町村が課題を認識し、解決に向けてともに取り組んでいく必要があります。
ぜひ、皆さんのご理解とご協力をお願い申し上げます。
　計画策定に当たりましては、福岡県男女共同参画審議会において、幅広い観点
から大変熱心にご議論いただくとともに、県民の皆さんからのさまざまなご意見
を取り入れた計画とすることができました。心から感謝申し上げます。





目　　次

第 1 部　総論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　計画策定の趣旨　 ……………………………………………………… １
２　計画の性格　 …………………………………………………………… ２
３　基本理念　 ……………………………………………………………… ２
４　計画の期間　 …………………………………………………………… ２
５　計画の背景　 …………………………………………………………… ２
６　第４次計画の成果と課題 ……………………………………………… 24
７　施策体系 ………………………………………………………………… 25

第 2 部　施策の方向
柱１　男女がともに活躍できる社会の実現　 …………………………… 31
　（１）働く場における女性の活躍推進　 ……………………………… 32
　　①男女の均等な雇用及び待遇の確保
　　②雇用の場における女性の育成・登用推進
　　③非正規雇用労働者の処遇改善、正規雇用への転換支援
　　④女性の就業支援
　　⑤農林水産業・商工業等における女性の経営参画の促進
　（２）働き方改革、仕事と生活の両立　 ……………………………… 39
　　①多様で柔軟な働き方の推進
　　②仕事と生活が両立できる環境の整備
　（３）地域・家庭・社会活動における男女共同参画の推進 ………… 42
　　①自治会等地域コഀュニティの運営における男女共同参画の推進
　　②地域づくり・社会活動への女性の活躍推進
　　③男性の暮らし方の変革
　（４）様々な政策・方針決定過程への女性の参画推進 ……………… 44

柱２　誰もが安全・安心に暮らせる社会の実現　 ……………………… 46
　（１）人権を侵害する暴力の根絶　 …………………………………… 48
　　①配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援
　　②性暴力等の根絶及び被害者支援
　　③セクシュアルハラスംントの防止
　（２）生活上の困難や人権課題に直面した女性等への支援 ………… 53
　　①ひとり親家庭等への支援



　　②高齢者差別、障がいのある人への差別、国籍による差別、部落差別、
　　　性的少数者への差別などがなく安心して暮らせる環境の整備
　（３）生涯を通じた男女の健康支援 …………………………………… 57
　　①生涯にわたる男女の健康支援
　　②妊娠・出産の健康支援
　　③女性のスーツ活動の推進
　（４）防災・復興における男女共同参画の推進 ……………………… 59

柱３　男女共同参画社会の実現に向けた意識改革・教育の推進　 …… 61
　（１）男女共同参画社会の実現に向けた男女双方の意識改革　 …… 62
　　①性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシഄス・バイアス）
　　　の解消
　　②ＳＤＧｓの理解促進
　（２）学校教育における男女共同参画の推進　 ……………………… 63
　　①男女共同参画を推進する教育の実施と教職員等への理解促進
　　②男女共同参画の視点に立ったキഄリア教育・進路指導の推進

第 3 部　推進体制　
１　福岡県男女共同参画審議会　 ………………………………………… 69
２　福岡県男女共同参画行政推進会議　 ………………………………… 69
３　福岡県男女共同参画センター「あすばる」　 ……………………… 69
４　市町村との連携　 ……………………………………………………… 69
５　福岡県女性の活躍応援協議会 ………………………………………… 70

成果指標一覧　………………………………………………………………… 73

付属資料
○福岡県男女共同参画推進条例　 ………………………………………… 77
○男女共同参画社会基本法　 ……………………………………………… 79
○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律　 ……… 82
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律　 ………………… 87
○雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
　（抄）　 ……………………………………………………………………… 92
○福岡県男女共同参画審議会での審議状況 ……………………………… 95
○福岡県男女共同参画審議会委員名簿 …………………………………… 96


